
割賦販売契約の特徴

立替払と割賦販売の違い

立替払契約（ビジネスローン）

立替払契約の特徴

割賦販売契約

どちらも商品の代金を分割して支払う仕組みです。所有権はお客さまにあるため、お支払い終了後
も継続してご使用いただけます。（契約期間中はローン会社に所有権留保されます。）
役務の取扱可否や売主、インボイス発行者などに違いがあります。

立替払契約 割賦契約

お客さま※契約期間中はローン会社に留保 所有権 お客さま※契約期間中はローン会社に留保

ご販売店さま→お客さま 売買関係 ご販売店さま→シャープファイナンス→お客さま

ご販売店さまから発行 お客さま宛インボイス シャープファイナンスから発行

可能 役務の取り扱い 不可

あり 繰上弁済時の払戻 なし

お問い合わせはお近くの営業拠点までお願いいたします。

シャープファイナンス株式会社
〒102-0083
東京都千代田区麹町５丁目１番地１

【リース・ローン会社】【販売会社】
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【 拠点一覧 】

・物件を長く使いたい、役務も含めて分割払いを行いたい →立替払契約

・物件を長く使いたい、購入先と支払先を一致させたい →割賦販売契約

取扱可能対象が広く、リース契約や割賦販売契約では

取扱いができない、役務や工事代金などにも対応が可能。

※対象外の場合もあるため、取扱可否については事前にご相談ください。

ローン会社がご販売店さまから物件を買い取り、

その物件をお客さまへ分割払いで販売。

インボイスはローン会社からお客さまへ発行。

（ か っ ぷ ）

お客さまニーズ別 ご利用シーン例
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